
 

   久喜市都市公園条例の一部を改正する条例 

 久喜市都市公園条例(平成22年久喜市条例第209号)の一部を次のように改正す

る。 

 第21条第1項中「(久喜市総合運動公園市民プールの更衣ロッカーについては、

利用の際)」を削る。 

別表第1久喜市総合運動公園の部プールの項を削り、同表備考第3号ただし書を

削る。 

別表第2久喜市総合運動公園の部市民プールの項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


